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障害児・者福祉サービス一覧 

 
 
 
 

児童期限定のサービス（児童福祉法の障害児サービス） 

類 
型 

区 
分 サービス名称 概要 備考 

障

害

児 

通

所 

児童発達支援 

通所により身辺自立や社会性向上

などの療育支援サービスを提供。

施設基準などにより「児童発達支

援センター」と、「児童発達支援

事業」の二類型に分かれる。 

原則として未就

学だが、高校に

在学していない

障害児も利用可 

居宅訪問型児

童発達支援 
最重度障害児が対象の支援者が自

宅を訪問して個別療育を提供 
未就学から１７

歳まで 

放課後等デイ

サービス 

通所により放課後や長期休暇中の

余暇活動や療育支援サービスを提

供。保護者の就労支援という側面

もある 

小・中・高へ在籍

する障害児 

保育所等訪問

支援 

保育園や幼稚園、学童保育、養護

施設などに在籍する児童へ、保育

士や看護師などの専門スタッフが

訪問して療育支援を提供 

未就学から小学

生くらいまで 

入

所 

障害児入所（医

療型） 

医療ケアが不可欠な障害児を対象

に、保護者の疾病などにより家庭

における養育が困難になった際、

障害児施設における長期入所サー

ビスを提供 
原則は未就学児

から１７歳まで

（最長でも１９

歳まで） 
障害児入所（福

祉型） 

医療ケアは不要な障害児を対象

に、保護者の疾病などにより家庭

における養育が困難になった際、

障害児施設における長期入所サー

ビスを提供 
※ 障害児サービスは障害者手帳がなくても利用できる場合があります。 

この一覧は、児童福祉法（障害児サービス）と障害者総合支援法の各サー

ビスを類型・種別ごとにまとめたものです 

参考資料 
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児童期・成人期共通のサービス（障害者総合支援法のサービス） 

類 
型 

区 
分 サービス名称 概要 備考 

在

宅

サ

｜

ビ

ス 

介

護

給

付 

居宅介護（身体

介護・家事援

助） 

ヘルパーが自宅において入浴やト

イレ、食事の介助や掃除や洗濯、

食事作りなどのサービスを提供 

支援区分「１」以上が条件 

未就学から成人

期（１８歳以上）

まで 

居宅介護（通院

等介助） 

ヘルパーが通院の介助、公的機関

での手続き、施設の見学のための

外出に付き添うサービスを提供 

支援区分「１」以上が条件で、身

体介護あり・なしに分かれる 

行動援護 

特に行動面で手厚い支援を必要と

する人（行動障害のある人）の外

出付き添いや居宅内での支援など

を提供 

支援区分「３」以上で行動障害ス

コア１０点以上が条件 

同行援護 

主に重度の視覚障害者を対象に外

出の付添いを提供 

支援区分の条件なし 

短期入所（ショ

ートステイ） 

保護者や家族の緊急時、あるいは

レスパイト（一時的な休養）のた

めに、施設での短期間入所サービ

スを提供 

地

域

生

活

支

援

事

業 

移動支援 

目的地までの誘導や移動時に必要

な支援を行うサービスを提供。１

対複数の支援、車両を用いた支援

なども実施可能 

日中一時支援 
放課後や長期休暇中の日中時間帯

に、施設などで一時預かりするサ

ービスを提供 

※ ゴシック（太字）は介護給付（障害支援区分による利用制限あり） 
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児童期・成人期共通のサービス（相談支援サービス） 

類 
型 

区 
分 サービス名称 概要 備考 

相

談

支

援

サ

｜

ビ

ス 

自

立

支

援

給

付 

計画相談 

障害児者福祉サービスを手続きす

る際の利用計画書作成や利用後の

状況確認（モニタリング）などを

提供 

障害児の場合は

「障害児相談支

援」という名称 

地域移行支援 

入所施設や精神科病院などからの

地域生活移行に必要な体験利用な

どの支援を提供 

利用期限は原則

と し て ６ か 月

（最大で１年ま

で利用可能） 

地域定着支援 

２４時間の連絡体制を確保すると 

ともに、緊急時の駆けつけ支援を 

提供 

１年更新だが、

必要性があれば

継続利用可能 
地

域

生

活

支

援

事

業 

住居サポート

事業 

障害者の一般住宅入居に必要な入

居手続き支援や連絡調整体制など

を提供 

市町村の任意事

業となっている

ため、実施して

いない市町村も

多数 

※ 相談支援サービスは障害支援区分に関係なく利用できます。 
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成人期限定のサービス（障害者総合支援法のサービス）１ 

（通所サービス） 
日中活動を支えるサービス群であり、重度障害者が利用する「生活介護」と、就

労を目指す者が利用する「就労移行支援」などに分類される。生活介護について

は、支援区分によって利用の可否が分かれる運用になっている。 
 
類 
型 

区 
分 サービス名称 概要 備考 

通

所

サ

｜

ビ

ス 

介

護

給

付 

生活介護 

日中活動に常時介護が必要な人向

けのサービス 

食事の提供や入浴介助、リハビリ

訓練や地域交流活動、軽作業など

を提供 

原則として支援

区分「３」以上で

あることが条件 

訓

練

等

給

付 

 

 

 

 

 

自立訓練（機

能） 

主に肢体不自由者を対象に、地域

生活移行や就労に向けた生活訓

練・リハビリ訓練サービスを提供 

利用期限は原則

として２年（１

年延長可） 
自立訓練（生活）

には居宅訪問型

の支援もあり 

自立訓練（生

活） 

主に知的・精神障害者を対象に、

地域生活移行や就労に向けた生活

訓練サービスを提供 

就労選択支援 

就労を希望する障害者を対象に、

就労アセスメントを実施して、よ

り適した働き方を提案するサービ

スを提供 

利用期限は標準

１週間程度、最

長でも１か月 

就労移行支援 

主に一般就労を目指す障害者を対

象に、職業スキルを高めるサービ

スを提供 

利用期限は原則

として２年（１

年延長可） 

就労継続支援

（Ａ型） 

一般就労が困難な者を対象に、雇

用契約を結んで最低賃金を保証し

つつ就労支援を受けるサービスを

提供 

利用期限は設定

されない 

※ ゴシック（太字）は介護給付（障害支援区分による利用制限あり） 
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成人期限定のサービス（障害者総合支援法のサービス）２ 

類 
型 

区 
分 サービス名称 概要 備考 

通

所

サ

｜

ビ

ス 

訓

練

等

給

付 

就労継続支援

（Ｂ型） 

一般就労が困難な者などを対象

に、雇用契約を結ばず就労支援を

受けるサービスを提供 

利用期限は設定

されないが、卒

業進路として利

用するには就労

アセスメントが

必要 

就労定着支援 

就労移行などを利用して一般就労

した者を対象に、就労に伴う生活

環境の変化などで就労が途切れな

いような支援を提供 

利用期限は最長

で３年（延長不

可） 

地

域

生

活

支

援

事

業 

地域活動 

支援センター 

地域の特性に応じて、居場所機能

や地域交流、軽作業などさまざま

な日中活動を支援するサービスを

提供 

市町村事業なの

で、運用は市町

村によって異な

る 
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成人期限定のサービス（障害者総合支援法のサービス）３ 

（居住サービス） 
夜間における暮らしを支えるサービス群であり、定員規模が大きく郊外に立地

することが多い「療養介護」「入所施設」と、少人数で地域に溶け込んだ生活の

場を提供する「グループホーム」などに分類される。療養介護や入所施設につい

ては、支援区分によって利用の可否が分かれる運用になっている。 
 
類 
型 

区 
分 サービス名称 概要 備考 

居

住

サ

｜

ビ

ス 

介

護

給

付 

療養介護 

医療機関が併設された入所施設で

あり、重症心身障害者等が医療的

ケアを受けながら生活するサービ

スを提供（以前の重症心身障害児

者施設） 

原則として支援

区分「５」以上で

あることが条件 

日中も同じ施設

で過ごす 

入所施設 

５０～１００名の規模で重度の障

害者が入居し、支援員から食事や

入浴などのケアを受けながら生活

するサービスを提供 

原則として支援

区分「４」以上で

あることが条件 

日中は生活介護

サービスなどを

利用 

訓

練

等

給

付 

グループホー

ム（共同生活援

助） 

５～６名（最大１０名まで）の規

模で障害者が生活し、重度障害者

に対しては世話人や支援員から食

事や入浴などのケアを受けながら

生活するサービスを提供 

支援区分により

職員配置が異な

る（区分が重い

ほど厚くなる） 

自立生活援助 

入所施設やグループホーム、自宅

から地域生活へ移行した人や単身

生活者、障害者のみの世帯を中心

に、地域での自立生活が可能とな

るような援助を提供 

利用期限は原則

１年だが、審査

会の判断で延長

可能 

※ ゴシック（太字）は介護給付（障害支援区分による利用制限あり） 
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成人期限定のサービス（障害者総合支援法のサービス）４ 

類 
型 

区 
分 サービス名称 概要 備考 

居

住

サ

｜

ビ

ス 

地

域

生

活

支

援

事

業 

福祉ホーム 

１０名程度の規模で、概ね身辺自

立している障害者（主に企業就労

している人）が共同生活する住ま

いを提供 
個別の福祉サービスは提供しない

が、管理人（世話人）を配置 

市町村事業なた

め、実施してい

ない市町村も多

数存在する 

 
（包括型サービス） 
重度肢体不自由や強度行動障害のある人への包括的なヘルパーサービスである

「重度訪問介護」や、最重度障害の人（子ども）を対象とした、さまざまなサー

ビスを組み合わせて利用することができる「重度障害者等包括支援」に分類され

る。いずれのサービスも長時間のヘルパー利用が可能。 
 

包

括

型

サ

｜

ビ

ス 

介

護

給

付 

重度訪問介護 

身体介護や家事援助、外出の付添

いや見守りなど、ヘルパー関連業

務を総合的に提供。区分「６」の

場合には入院中の利用も可能 

支援区分「４」以

上に加え、重度

の肢体不自由ま

たは行動障害で

あることが条件 

重度障害者等

包括支援 

ヘルパーや生活介護、短期入所や

グループホームなどのサービス

を、その人の状態に応じて随時に

見直しつつ組み合わせて使うこと

ができるサービス 

支援区分「６」に

加えて、いわゆ

る寝たきり、知

的障害最重度、

行動援護該当で

あることが条件 
※ ゴシック（太字）は介護給付（障害支援区分による利用制限あり） 
 
 
 


